
一

『
大
東
世
語
』「
排
調
」
篇
注
釈
稿
（
堀
）

〔
凡
例
〕

一
、  

本
稿
は
、
服
部
南
郭
﹃
大
東
世
語
﹄﹁
排
調
﹂
篇
の
本
文
と
原
注
に
関
す
る

注
釈
で
あ
る
。

一
、  

注
釈
は
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
二
〇
一
五
年
度
科
目
﹁
国
文

学
演
習
﹂（
堀　

誠
担
当
）
の
受
講
生
（
呂
天
雯
・
高
橋
憲
子
・
馮
超
鴻
・

樋
口
敦
士
・
折
原
佑
実
・
奥
田
惇
・
山
中
明
・
篭
尾
知
佳
・
永
瀬
恵
子
）
が

講
読
担
当
話
の
発
表
資
料
に
基
づ
い
て
原
稿
化
し
た
。

一
、  

底
本
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
﹃
大
東
世
語
﹄（
寛
延
三
年
︿
一
七
五

〇
﹀
刊
）
に
依
り
、
ま
た
典
拠
に
関
し
て
は
同
館
蔵
本
﹃
大
東
世
語
考
﹄（
方

寸
菴
漆
鍋
稿
、
寛
延
四
年
︿
一
七
五
一
﹀
序
）
を
参
考
に
し
た
。

一
、﹁
排
調
﹂
篇
の
都
合
十
二
話
を
、︹
排
調
１
︺
の
よ
う
に
順
次
表
記
し
た
。

一
、  

注
釈
は
本
文
の
︹
書
き
下
し
文
︺・︹
訳
文
︺、
原
注
の
︹
書
き
下
し
文
︺・︹
訳

文
︺、
お
よ
び
︹
語
釈
︺、︹
典
拠
︺
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

一
、  ︹
書
き
下
し
文
︺
は
、
原
則
と
し
て
底
本
の
訓
点
を
尊
重
し
つ
つ
、
適
宜
こ

れ
を
改
め
た
。

〔
排
調
１
〕

藤
黃
門
忠
輔
①
常
仰
。
人
目
二
仰
黃
門
一
。
藤
大
將
濟
時
②
朝
遇
。
戲
レ
之
曰
。
天

今
有
二
何
事
一
。
黃
門
曰
。
見
三
客
星
犯
二
大
將
一
。
大
將
心
頗
惡
レ
之
。
無
レ
幾
卒
。

〔
書
き
下
し
文
〕

藤
黃
門
忠
輔
常
に
仰
ぐ
。
人　

仰
黃
門
と
目
す
。
藤
大
將
濟
時
朝
し
て
遇
ふ
。
之

に
戲
れ
て
曰
く
、﹁
天
に
今　

何
事
か
有
る
﹂
と
。
黃
門
曰
く
、﹁
客
星
の
大
將
を

犯
す
を
見
る
﹂
と
。
大
將　

心
頗
る
之
を
惡に

く

む
。
幾い
く
ばく
も
無
く
し
て
卒
す
。

〔
訳
文
〕

中
納
言
藤
原
忠
輔
は
い
つ
も
天
空
を
見
上
げ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
世
の
人
は
彼
を

早
稲
田
大
学　

教
育
・
総
合
科
学
学
術
院　

学
術
研
究
（
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
）
第
六
十
四
号　

一
―
一
四
頁
、
二
〇
一
六
年
三
月

『
大
東
世
語
』「
排
調
」
篇
注
釈
稿

堀
　
　
　
誠



二
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大
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調
」
篇
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釈
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（
堀
）

﹁
仰
ぎ
中
納
言
﹂
と
呼
び
な
し
た
。
近
衛
大
将
藤
原
済
時
は
参
内
し
て
、
忠
輔
に

出
会
っ
た
。
戯
れ
に
忠
輔
に
﹁
今
、
天
に
何
事
が
起
き
て
い
る
の
か
﹂
と
話
し
か

け
る
と
、
忠
輔
は
﹁
客
星
が
大
将
を
犯
す
の
が
見
え
て
い
ま
す
﹂
と
答
え
た
。
大

将
済
時
は
心
の
中
で
忠
輔
を
ひ
ど
く
憎
ら
し
く
思
っ
た
。
そ
の
後
、
済
時
は
さ
ほ

ど
経
た
な
い
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
。

︹
原
注
︺

①
粟
田
左
大
臣
在
衡
之
孫
。
治
部
卿
國
光
之
子
。

②
小
一
條
大
臣
師
尹
之
子
。

︹
書
き
下
し
文
︺

①
粟
田
左
大
臣
在
衡
の
孫
に
し
て
、
治
部
卿
國
光
の
子
な
り
。

②
小
一
條
大
臣
師
尹
の
子
な
り
。

︹
訳
文
︺

①
粟
田
左
大
臣
在
衡
の
孫
で
、
治
部
卿
国
光
の
子
で
あ
る
。

②
小
一
条
大
臣
師
尹
の
子
で
あ
る
。

〔
語
釈
〕

藤
黃
門
忠
輔　

藤
原
忠
輔
。
九
四
四
～
一
〇
一
三
。
平
安
時
代
の
公
卿
。
藤
原
国

光
の
次
男
。
官
位
は
正
三
位
・
権
中
納
言
。
黄
門
は
、
中
納
言
の
唐
名
で

あ
る
。

粟
田
左
大
臣
在
衡　

藤
原
在
衡
。
八
九
二
～
九
七
〇
。
平
安
時
代
の
公
卿
。
父
は

大
僧
都
如
無
、
母
は
良
峰
高
見
の
女
。
伯
父
藤
原
有
頼
の
養
子
。
刑
部
少

輔
、
大
学
頭
、
侍
従
、
式
部
権
少
輔
な
ど
を
歴
任
し
て
、
天
慶
四
年
（
九

四
一
）
に
参
議
、
安
和
二
年
（
九
六
九
）
に
源
高
明
の
失
脚
で
右
大
臣
、

翌
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
に
左
大
臣
と
な
っ
た
。
通
称
は
粟
田
左
大
臣
。

治
部
卿
國
光　

藤
原
国
光
。
生
没
年
不
詳
。
藤
原
在
衡
の
子
。
近
江
守
・
治
部
卿

な
ど
を
歴
任
し
て
、
位
階
は
正
四
位
下
ま
で
昇
っ
た
。

目 

見
な
す
。
呼
び
な
す
。

藤
大
將
濟
時　

藤
原
済
時
。
九
四
一
～
九
九
五
。
平
安
時
代
中
期
の
公
卿
。
左
大

臣
藤
原
師
尹
の
次
男
。
母
は
藤
原
定
方
の
女
。
右
兵
衛
督
、
権
中
納
言
、

大
納
言
、
近
衛
大
将
を
歴
任
し
て
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
の
疱
瘡
の
大

流
行
に
よ
っ
て
死
去
し
た
。
死
後
、
娘
の
娍
子
が
三
条
天
皇
の
皇
后
と

な
っ
た
た
め
、
右
大
臣
を
追
贈
さ
れ
た
。
大
将
は
、
近
衛
府
の
長
官
。

小
一
條
大
臣
師
尹　

藤
原
師
尹
。
九
二
〇
～
九
六
九
。
平
安
時
代
中
期
の
公
卿
。

藤
原
忠
平
の
五
男
。
母
は
源
能
有
の
女
。
参
議
、
権
中
納
言
、
大
納
言
、

右
大
臣
な
ど
を
経
て
、
安
和
二
年
（
九
六
九
）
に
源
高
明
の
左
遷
で
後
任

の
左
大
臣
と
な
っ
た
が
、
同
年
十
月
十
五
日
に
死
去
。
号
は
小
一
条
。

客
星 

常
に
は
見
え
ず
、
一
時
的
に
現
れ
る
星
。
彗
星
、
新
星
な
ど
。
こ
こ
に
い

う
客
星
は
金
星
、
太
白
星
の
こ
と
で
あ
る
。
室
町
初
期
に
賀
茂
在
方
が
書

い
た
﹃
暦
林
問
答
集
﹄﹁
釈
星
﹂
に
は
、﹁
太
白
星
、
金
之
精
。
其
位
西
方
、

主
レ
秋
。
白
帝
之
子
、
大
将
之
象
、
以
司
二
凶
兵
一
﹂
と
あ
る
。

〔
典
拠
〕

﹃
江
談
抄
﹄
第
三
―
第
十
六
話
﹁
忠
輔
卿
、
仰
ぎ
の
中
納
言
と
号
く
る
事
、
大
将
事
﹂。

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
二
十
八
第
二
十
二
話
﹁
忠
輔
中
納
言
付
異
名
語
﹂。

（
呂　

天
雯
）



三

『
大
東
世
語
』「
排
調
」
篇
注
釈
稿
（
堀
）

〔
排
調
２
〕

人
每
レ
有
レ
問
二
慶
保
胤
僻
事
一
。
不
三
必
考
二
察
虛
實
有
無
一
。
都
云
二
有
有
一
。
藤

有
國
故
設
二
僞
事
一
問
レ
之
。
亦
卽
云
二
有
有
一
。
遂
目
二
有
有
生
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

人　

慶
保
胤
に
僻
事
を
問
ふ
こ
と
有
る
每
に
、
必
ず
し
も
虛
實
有
無
を
考
察
せ

ず
、
都す

べ

て
﹁
有
り
有
り
﹂
と
云
ふ
。
藤
有
國
故こ
と
さら
に
僞
事
を
設
け
て
之
を
問
ふ
も
、

亦
た
卽
ち
﹁
有
り
有
り
﹂
と
云
ふ
。
遂
に
﹁
有
有
生
﹂
と
目
せ
ら
る
。

〔
訳
文
〕

人
が
慶
滋
保
胤
に
故
実
に
合
わ
な
い
事
を
尋
ね
る
た
び
に
、
必
ず
し
も
そ
の
虚
実

や
有
無
を
調
べ
ず
に
、
す
べ
て
﹁
有
り
有
り
﹂
と
言
っ
た
。
藤
原
有
国
が
、
わ
ざ

と
偽
り
の
故
実
を
作
っ
て
こ
れ
を
尋
ね
た
際
も
、
ま
た
す
ぐ
さ
ま
﹁
有
り
有
り
﹂

と
言
っ
た
。
つ
い
に
、﹁
有
り
有
り
﹂
生し

ょ
うと
呼
び
な
さ
れ
た
。

〔
語
釈
〕

慶
保
胤　

慶
滋
保
胤
。
生
年
不
詳
～
一
〇
〇
二
。
内
記
上
人
。
賀
茂
忠
行
の
次
男
。

後
に
慶
滋
と
改
姓
し
た
。
法
名
は
寂
心
。
菅
原
文
時
に
師
事
し
、
文
章
生

の
出
身
。
少
・
大
内
記
を
経
た
た
め
内
記
上
人
と
呼
ば
れ
た
。
詩
人
と
し

て
高
岳
相
如
と
並
び
称
さ
れ
た
。
勧
学
会
結
衆
の
主
導
的
立
場
と
し
て
活

動
し
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
出
家
。
著
作
に
﹁
池
亭
記
﹂﹃
日
本
往
生

極
楽
記
﹄
な
ど
が
あ
る
。

藤
有
國　

藤
原
有
国
。
九
四
三
～
一
〇
一
一
。
勘
解
由
長
官
有
国
。
有
国
宰
相
。

内
麿
流
藤
原
氏
。
日
野
流
遠
祖
。
父
は
正
五
位
下
輔
道
、
母
は
源
守
俊
の

女
。
字
は
藤
賢
。
右
大
弁
・
勘
解
由
長
官
の
時
、
永
祚
二
年
（
九
九
〇
）

に
蔵
人
頭
を
兼
任
、
同
年
八
月
、
従
三
位
非
参
議
で
公
卿
と
な
る
。
翌
正

暦
二
年
（
九
九
一
）
秦
有
時
殺
害
事
件
に
連
座
し
除
名
さ
れ
る
が
、
翌
三

年
復
位
し
、
同
四
年
勘
解
由
長
官
に
復
職
す
る
。
道
隆
と
の
確
執
が
あ
っ

た
。
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
大
宰
大
弐
、
同
年
も
し
く
は
二
年
に
有
国
と

改
名
。
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
帰
京
、
同
年
参
議
。
最
終
位
階
は
従
二

位
。
兼
家
・
道
長
家
司
。
文
章
生
の
出
身
。
漢
詩
文
を
多
く
残
す
。

僻
事 

正
し
く
な
い
こ
と
。
ひ
が
ご
と
。
故
実
を
知
ら
な
い
こ
と
。

有
有
生　
﹁
生
﹂
は
学
生
、
文
章
生
の
﹁
生
﹂
に
通
じ
る
。﹁
有
有
生
﹂
は
保
胤
が

い
つ
も
﹁
有
り
有
り
﹂
と
答
え
る
こ
と
を
有
国
が
風
刺
し
た
呼
称
。

目 

見
な
す
。
呼
び
な
す
。

〔
典
拠
〕

﹃
古
事
談
﹄
巻
六
―
三
八
、
四
二
六
﹁
有
国
、
保
胤
に
異
名
を
付
く
る
事
﹂。

﹃
江
談
抄
﹄
第
五
―
第
六
一
話
﹁
勘
解
由
相
公
保
胤
を
誹
謗
す
る
事
﹂。

（
高
橋　

憲
子
）

〔
排
調
３
〕

藤
大
將
濟
時
女
①
。
選
入
二
東
宮
一
。

位
後
。
或
傳
便
應
レ
拜
レ
妃
。
大
將
詣
二

丞
相
一
②
。
陰
察
二
其
旨
一
。
丞
相
亦
但
云
。
或
應
レ
爾
耳
。
大
將
歡
喜
拜
謝
。

歸
レ
家
營
レ
事
待
レ
之
。
爾
後
消
息
。
都
無
二
其
事
一
。
時
人
目
二
濟
時
一
爲
二
紅
楳
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釈
稿
（
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大
將
一
。
蓋
云
彼
家
有
二
紅
楳
一
。
其
實
空
拜
也
③
。

〔
書
き
下
し
文
〕

藤
大
將
濟
時
の
女
、
選
ば
れ
て
東
宮
に
入
る
。

位
の
後
、
或
い
は
傳
ふ
、﹁
便

ち
應
に
妃
に
拜
せ
ら
る
べ
し
﹂
と
。
大
將　

丞
相
に
詣い

た

る
。
陰
か
に
其
の
旨
を
察

す
。
丞
相
も
亦
た
但
だ
云
ふ
、﹁
或
い
は
應
に
爾
る
べ
き
の
み
﹂
と
。
大
將
歡
喜

し
て
拜
謝
し
、
家
に
歸
り
て
事
を
營
し
て
之
を
待
つ
。
爾
後　

消
息
、
都
て
其
の

事
無
し
。
時
の
人　

濟
時
を
目
し
て
紅
楳
大
將
と
爲
す
。
蓋
し
云
ふ
、﹁
彼
の
家

に
紅
楳
有
り
。
其
の
實
は
空
拜
な
り
﹂
と
。

〔
訳
文
〕

藤
原
左
大
将
済
時
の
娘
は
、
選
ば
れ
て
東
宮
に
入
内
し
た
。
三
条
天
皇
の
即
位
の

後
、
あ
る
人
が
﹁
ま
も
な
く
皇
后
に
選
ば
れ
る
で
し
ょ
う
﹂
と
伝
え
た
。
済
時
は

藤
原
兼
家
の
と
こ
ろ
に
出
か
け
て
、
ひ
そ
か
に
勅
旨
の
こ
と
を
推
察
し
よ
う
と
し

た
。
兼
家
も
た
だ
、﹁
お
そ
ら
く
は
そ
う
で
あ
る
は
ず
で
す
﹂
と
言
う
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
済
時
は
大
い
に
喜
ん
で
拝
謝
し
て
帰
宅
す
る
と
、
立
后
の
準
備
を
し
て

そ
の
勅
旨
を
待
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
立
后
に
つ
い
て
の
知
ら
せ
は
ま
っ
た
く
な

か
っ
た
。
そ
の
当
時
の
人
々
は
済
時
を
紅
梅
大
将
と
み
な
し
た
。
考
え
る
に
、
彼

の
家
に
は
紅
梅
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
そ
の
実
は
空
拝
（
空
し
く
拝
礼
）
の
意
な
の

で
あ
る
。

︹
原
注
︺

①
三
條
帝
。

②
兼
家
。

③
紅
空
。
楳
拜
。
方
音
相
近
。

︹
書
き
下
し
文
︺

①
三
條
帝
な
り
。

②
兼
家
な
り
。

③
紅
と
空
、
楳
と
拜
、
方
に
音
相
近
し
。

︹
訳
文
︺

①
後
の
三
条
天
皇
で
あ
る
。

②
藤
原
兼
家
で
あ
る
。

③
紅
と
空
、
梅
と
拝
は
、
そ
れ
ぞ
れ
音
が
通
じ
る
。

〔
語
釈
〕

藤
大
將
濟
時　
︹
排
調
１
︺︹
語
釈
︺﹁
藤
大
將
濟
時
﹂
参
照
。

女 

藤
原
済
時
の
長
女
。
藤
原
娍す
け
こ子
。
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
十
一
月
、
東
宮

入
内
。
三
条
天
皇
の
皇
后
に
な
っ
た
。

東
宮 

皇
太
子
。
こ
こ
で
は
後
の
三
条
天
皇
。

三
條
帝　

三
条
天
皇
。
九
七
六
～
一
〇
一
七
。
第
六
十
七
代
天
皇
。
在
位
は
寛
弘

八
年
（
一
〇
一
一
）
～
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）。
冷
泉
天
皇
の
第
二
皇
子
。

母
は
藤
原
兼
家
の
長
女
・
超
子
。

丞
相 

大
臣
の
唐
名
。
こ
こ
で
は
藤
原
兼
家
の
こ
と
。

兼
家　

藤
原
兼
家
。
九
二
九
～
九
九
〇
。
平
安
時
代
の
公
卿
。
右
大
臣
藤
原
師
輔

の
三
男
。
策
略
に
よ
っ
て
花
山
天
皇
を
退
位
さ
せ
、
娘
が
生
ん
だ
一
条
天

皇
を
即
位
さ
せ
て
摂
政
と
な
っ
た
。
そ
の
後
右
大
臣
を
辞
し
て
摂
政
の
み

を
官
職
と
し
て
、
摂
関
の
地
位
を
飛
躍
的
に
高
め
た
。
ま
た
息
子
の
道
隆

に
摂
政
の
地
位
を
譲
っ
て
世
襲
を
固
め
る
。
道
隆
以
後
、
摂
関
は
兼
家
の
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子
孫
が
独
占
し
、
兼
家
は
東
三
条
大
入
道
殿
と
呼
ば
れ
た
。

空
拜 
む
な
し
く
拝
礼
す
る
こ
と
。

〔
典
拠
〕

﹃
江
談
抄
﹄
第
二
―
第
七
話
﹁
済
時
卿
の
女
、
三
条
院
に
参
る
事
﹂。

﹃
古
事
談
﹄
巻
二
―
三
六
、
一
三
五
﹁
済
時
、
空
拝
の
大
将
の
異
名
を
得
る
事
﹂。

（
山
中　

明
）

〔
排
調
４
〕

定
通
舉
二
童
子
郞
一
。
下
議
二
當
レ
拜
レ
官
否
一
。
源
經
信
列
戲
云
。
宇
治
公
御
車
僮
。

曾
爲
二
土
州
吏
一
。
滿
座
大
笑
。
事
遂
罷
。

〔
書
き
下
し
文
〕

定
通　

童
子
郞
に
舉
げ
ら
る
る
に
、
下
し
て
當
に
官
に
拜
す
べ
き
や
否
や
を
議
せ

し
む
。
源
經
信　

列
に
戲
れ
て
云
ふ
、﹁
宇
治
公
の
御
車
僮
、
曾
て
土
州
の
吏
と

爲
る
﹂
と
。
滿
座
大
い
に
笑
す
。
事
遂
に
罷
む
。

〔
訳
文
〕

定
通
の
童
殿
上
推
挙
の
際
に
、
殿
上
で
は
定
通
を
任
官
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
を

論
議
さ
せ
た
。
源
経
信
は
そ
の
座
に
お
り
、
戯
れ
に
﹁
宇
治
公
の
牛
飼
い
童
が
以

前
土
佐
の
下
吏
に
な
り
ま
し
た
﹂
と
言
う
や
、
満
座
の
者
は
大
い
に
笑
っ
た
。
か

く
て
と
う
と
う
任
官
は
沙
汰
止
み
に
な
っ
た
。

〔
語
釈
〕

定
通　

藤
原
定
通
。
一
〇
八
五
～
一
一
一
五
。
平
安
後
期
の
公
卿
。
藤
原
保
実
の

子
で
、
後
に
藤
原
宗
通
の
養
子
と
な
っ
た
。
典
拠
﹃
古
事
談
﹄
で
は
、
こ

の
話
を
養
父
宗
通
の
こ
と
と
す
る
。
藤
原
宗
通
は
平
安
後
期
の
公
卿
。
一

〇
七
一
～
一
一
二
〇
。
藤
原
俊
家
の
子
。
幼
名
は
阿
古
丸
。
白
河
院
の

寵
愛
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
近
臣
と
し
て
勢
力
を
振
る
っ
た
。
天
永
二
年

（
一
一
一
一
）
権
大
納
言
に
昇
進
。
そ
の
様
子
は
﹁
傍
若
無
人
﹂
と
評
さ

れ
た
と
い
う
。

童
子
郞　

経
に
通
じ
た
賢
い
童
子
を
郎
の
官
職
に
就
け
た
も
の
。
こ
こ
で
は
童
殿

上
を
指
す
。
こ
れ
は
元
服
前
の
貴
族
の
子
弟
が
宮
中
の
礼
儀
作
法
を
見
習

う
た
め
に
殿
上
へ
の
奉
仕
を
許
さ
れ
る
こ
と
。

拜
官 

官
に
就
く
こ
と
。
任
官
の
際
に
君
主
の
前
に
て
拝
領
す
る
た
め
。

源
經
信　

一
〇
一
六
～
一
〇
九
七
。
平
安
時
代
後
期
の
公
卿
、
歌
人
。
源
道
方
の

子
。
和
漢
の
故
実
に
通
じ
、
漢
詩
、
和
歌
、
管
弦
に
長
じ
て
い
た
た
め
、

朝
家
の
重
臣
と
称
さ
れ
た
。
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
大
納
言
昇
進
。
嘉

保
元
年
（
一
〇
九
四
）
大
宰
権
帥
に
任
命
さ
れ
、
現
地
に
下
向
し
て
大
宰

府
で
没
し
た
。﹃
金
葉
和
歌
集
﹄
の
撰
者
源
俊
頼
の
父
。

宇
治
公　

藤
原
頼
通
。
九
九
二
～
一
〇
七
四
。
平
安
時
代
中
期
の
公
卿
。
藤
原
道

長
の
子
。
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
に
内
大
臣
及
び
摂
政
と
な
り
、
同
三

年
（
一
〇
一
九
）
関
白
、
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
従
一
位
左
大
臣
、
康

平
四
年
（
一
〇
六
一
）
に
太
政
大
臣
の
宣
下
を
受
け
た
。
道
長
か
ら
伝
領

し
た
宇
治
殿
を
平
等
院
阿
弥
陀
堂
（
鳳
凰
堂
）
に
改
修
し
た
こ
と
で
も
高

名
で
あ
る
。

車
僮 

車
引
き
の
童
を
言
う
か
。﹁
僮
﹂
は
召
し
使
い
、
童
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
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牛
飼
い
童
を
指
す
。

土
州
吏　

土
佐
の
役
人
。
典
拠
で
は
﹁
土
佐
目さ

か
ん﹂
と
あ
る
。﹁
目
﹂
と
は
律
令
制

最
下
位
の
﹁
主
典
﹂
に
当
た
り
、
公
文
書
の
作
成
や
管
理
を
司
っ
た
。

〔
典
拠
〕

﹃
古
事
談
﹄
巻
二
―
三
八
、
一
三
七
﹁
經
信
、
宗
通
ヘ
の
給
官
を
評
す
る
事
﹂。

〔
備
考
〕

典
拠
﹃
古
事
談
﹄
に
は
﹁
定
通
﹂
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
養
父
﹁
宗
通
﹂
の
こ

と
と
す
る
。

（
樋
口　

敦
士
）

〔
排
調
５
〕

藤
信
通
通
季
兄
弟
①
。
倶
爲
二
侍
中
一
。
竝
見
二
榮
遇
一
。
伯
極
寢
陋
。
叔
極
肥
大
。

退
朝
。
二
人
雙
二
坐
母
夫
人
前
一
。
母
夫
人
熟
視
曰
。
不
レ
知
孰
是
支
離
。

〔
書
き
下
し
文
〕

藤
信
通　

通
季
の
兄
弟
、
倶
に
侍
中
と
爲
る
。
竝
に
榮
遇
せ
ら
る
。
伯
は
極
め
て

寢
陋
に
し
て
、
叔
は
極
め
て
肥
大
な
り
。
退
朝
し
て
、
二
人　

母
夫
人
の
前
に
雙

び
坐
す
。
母
夫
人
熟
視
し
て
曰
く
、﹁
知
ら
ず
、
孰
れ
か
是
れ
支
離
な
る
を
﹂
と
。

〔
訳
文
〕

藤
原
信
通
と
通
季
の
兄
弟
は
、
と
も
に
蔵
人
に
な
っ
た
。
と
も
に
格
別
の
待
遇
を

受
け
て
い
た
。
長
兄
は
ひ
ど
く
風
采
が
あ
が
ら
ず
、
弟
は
非
常
に
肥
え
太
っ
て
い

た
。
朝
廷
か
ら
退
出
し
て
、
二
人
は
母
親
の
前
に
並
ん
で
座
っ
た
。
母
親
が
ま
じ

ま
じ
と
見
て
言
う
こ
と
に
は
、﹁
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
醜
い
の
か
、
わ
か
ら
な
い

ね
﹂
と
。

︹
原
注
︺

①
東
宮
大
夫
公
實
之
子
。

︹
書
き
下
し
文
︺

①
東
宮
大
夫
公
實
の
子
な
り
。

︹
訳
文
︺

①
東
宮
大
夫
公
実
の
子
で
あ
る
。

〔
語
釈
〕

藤
信
通　

藤
原
信
通
。
一
〇
九
一
～
一
一
二
〇
。
藤
原
宗
通
の
長
男
。

通
季 

藤
原
通
季
。
一
〇
九
〇
～
一
一
二
八
。
藤
原
公
実
の
三
男
で
、
母
は
藤
原

隆
方
の
女
光
子
。
権
中
納
言
兼
左
衛
門
督
、
中
宮
権
大
夫
な
ど
を
経
て
、

待
賢
門
院
別
当
と
な
る
。
西
園
寺
家
の
祖
。

兄
弟 

兄
と
弟
。
こ
こ
で
藤
原
信
通
と
藤
原
通
季
を
兄
弟
と
す
る
の
は
、
誤
認
が

あ
る
か
。　

侍
中 

蔵
人
の
唐
名
。

伯 

年
長
の
男
を
尊
敬
し
て
い
う
。
ま
た
兄
弟
の
序
列
で
、
最
年
長
の
人
。

寢
陋 

風
采
が
あ
が
ら
な
い
こ
と
。
醜
い
こ
と
。

叔 

兄
弟
の
序
列
で
、
上
か
ら
三
番
目
の
人
。
ま
た
、
年
少
者
を
い
う
。

支
離 
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
障
害
が
あ
る
こ
と
、
憔
悴
し
て
い
る
さ

ま
を
い
う
。
こ
こ
で
は
醜
い
の
意
。

東
宮
大
夫　

東
宮
坊
（
皇
太
子
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
役
所
）
の
長
官
。
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公
實 

藤
原
公
実
。
一
〇
五
三
～
一
一
〇
七
。
父
は
藤
原
実
季
、
母
は
藤
原
経
平

の
女
睦
子
。
参
議
、
権
大
納
言
な
ど
を
経
て
、
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）、

東
宮
大
夫
。
歌
人
と
し
て
は
﹁
堀
川
百
首
﹂
な
ど
に
出
詠
し
た
ほ
か
、﹃
続

詞
花
集
﹄
な
ど
に
入
集
。

〔
典
拠
〕

﹃
今
鏡
﹄
巻
六
﹁
藤
波
の
下
﹂。

（
折
原　

佑
実
）

〔
排
調
６
〕

康
和
中
。
勅
建
二
尊
勝
寺
一
。
詔
二
近
臣
一
施
二
華
幔
一
。
源
俊
賴
語
レ
人
曰
。
近
方

作
二
百
詠
一
。
搆
思
攪
亂
。
矢
レ
口
發
レ
言
。
便
不
二
自
覺
一
。
云
二
華
幔
華
幔
一
。

上
聞
二
其
事
一
。
笑
除
二
施
列
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

康
和
中
、
勅
し
て
尊
勝
寺
を
建
て
、
近
臣
に
詔
し
て
華
幔
を
施
さ
し
む
。
源
俊
賴　

人
に
語
り
て
曰
く
、﹁
近ち

か
ご
ろ
方ま
さ

に
百
詠
を
作
る
に
、
搆
思
攪
亂
し
、
口
よ
り
矢つ
ら

ね

て
言
を
發
す
る
に
、
便
ち
自
ら
覺
え
ず
、﹃
華
幔
華
幔
﹄
と
云
ふ
﹂
と
。
上し

ょ
う
は
其

の
事
を
聞
き
、
笑
ひ
て
施
列
を
除
か
し
む
。

〔
訳
文
〕

康
和
年
間
の
こ
と
、
勅
命
に
よ
り
尊
勝
寺
を
建
立
し
、
近
臣
に
命
じ
て
美
し
い
幔

幕
を
寄
進
さ
せ
た
。
源
俊
頼
は
周
囲
の
人
に
、﹁
こ
の
頃
ま
さ
に
百
首
歌
を
作
ろ

う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
考
え
が
ま
と
ま
ら
ず
、
口
か
ら
言
葉
を
並
べ
て
和
歌
を

詠
も
う
と
す
る
と
、
無
意
識
の
う
ち
に
﹃
華
幔
華
幔
﹄
と
詠
ん
で
し
ま
う
﹂
と
こ

ぼ
し
た
。
堀
河
天
皇
は
そ
の
こ
と
を
聞
き
及
び
、
笑
っ
て
寄
進
の
列
か
ら
除
外
さ

せ
た
。

〔
語
釈
〕

康
和 

第
七
十
三
代
堀
河
天
皇
の
年
号
。
一
〇
九
九
～
一
一
〇
四
。

尊
勝
寺　

康
和
四
年
（
一
一
〇
四
）
七
月
二
十
一
日
供
養
。
堀
河
天
皇
の
勅
願
寺

で
、
六
勝
寺
の
一
つ
。
現
存
し
な
い
が
、
京
都
市
岡
崎
付
近
に
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

華
幔 

美
し
い
幕
。
又
、
花
の
咲
き
乱
れ
て
長
く
続
い
た
様
。

施 

か
ざ
る
、
寄
進
す
る
意
。

源
俊
賴　

一
〇
五
五
～
一
一
二
九
。
大
納
言
源
経
信
の
子
。
自
由
な
歌
風
が
高

く
評
価
さ
れ
、﹁
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
﹂
の
企
画
、
推
進
を
任
さ
れ
た
。

ま
た
、
白
河
天
皇
に
﹃
金
葉
和
歌
集
﹄
を
撰
上
す
る
な
ど
、
和
歌
史
上
の

功
績
は
大
き
い
。
歌
学
書
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
の
著
者
。

百
詠 

﹁
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
﹂
の
こ
と
。
当
時
の
代
表
的
歌
人
十
四
人
（
十

五
人
も
し
く
は
十
六
人
と
す
る
伝
本
も
あ
る
）
が
、
与
え
ら
れ
た
題
に
対

し
て
各
々
一
首
ず
つ
和
歌
を
詠
み
百
首
と
す
る
。

搆
思 

考
え
を
組
み
立
て
る
。
構
想
を
ね
る
。
ま
た
、
そ
の
考
え
。

矢
口
發
言　
﹁
矢
口
﹂
は
口
よ
り
言
葉
を
つ
ら
ね
て
言
う
こ
と
。﹁
發
言
﹂
は
﹃
毛

詩
﹄﹁
大
序
﹂
に
﹁
詩
者
、
志
之
所
之
也
。
在
心
為
志
、
発
言
為
詩
﹂（
詩

は
志
の
之
く
所
な
り
。
心
に
在
り
て
は
志
と
為
り
、
言
に
発
し
て
詩
と
為

る
）
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。
こ
こ
で
は
和
歌
を
詠
む
こ
と
を
い
う
。
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〔
典
拠
〕

﹃
今
鏡
﹄
巻
二
﹁
す
べ
ら
ぎ
の
中
﹂。

（
奥
田　

惇
）

〔
排
調
７
〕

藤
傅
公
實
①
長
女
。
爲
二
亞
相
②
夫
人
一
。
其
次
嫁
二
花
園
左
相
③
一
。
其
次
卽

爲
二
待
賢
后
一
。
長
大
漸
卑
。
長
夫
人
曰
。
若
有
三
一
姊
在
二
我
上
一
。
必
應
レ
配
二

野
夫
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

藤
傅
公
實
の
長
女
、
亞
相
の
夫
人
と
爲
る
。
其
の
次　

花
園
左
相
に
嫁
す
。
其
の

次
卽
ち
待
賢
后
と
爲
る
。
長
大
漸
く
卑
し
。
長
夫
人
曰
く
、﹁
若
し
一
姊
の
我
が

上
に
在
る
有
ら
ば
、
必
ず
應
に
野
夫
に
配
す
べ
し
﹂
と
。

〔
訳
文
〕

藤
原
公
実
の
長
女
は
大
納
言
の
夫
人
と
な
り
、
二
女
は
花
園
左
大
臣
の
も
と
に
嫁

ぎ
、
三
女
は
待
賢
門
院
と
な
っ
た
。
年
長
の
者
ほ
ど
婚
姻
相
手
の
身
分
が
低
か
っ

た
。
大
納
言
の
夫
人
で
あ
っ
た
長
女
は
、﹁
も
し
私
に
姉
が
い
た
な
ら
ば
、
必
ず

や
き
っ
と
田
舎
者
の
所
へ
嫁
い
だ
こ
と
で
し
ょ
う
﹂
と
言
っ
た
。

︹
原
注
︺

①
閑
院
大
納
言
實
季
之
子
。

②
經
實
。

③
有
仁
。

︹
書
き
下
し
文
︺

①
閑
院
大
納
言　

實
季
の
子
な
り
。

②
經
實
な
り
。

③
有
仁
な
り
。

︹
訳
文
︺

①
閑
院
大
納
言
実
季
の
子
で
あ
る
。

②
経
実
で
あ
る
。

③
有
仁
で
あ
る
。

〔
語
釈
〕

藤
傅
公
實　
︹
排
調
5
︺︹
語
釈
︺﹁
公
實
﹂
参
照
。

經
實 

藤
原
経
実
。
一
〇
六
八
～
一
一
三
一
。
平
安
時
代
後
期
の
公
卿
。
藤
原
師

実
の
三
男
。
経
実
を
始
祖
と
し
、
そ
の
子
藤
原
経
宗
の
邸
宅
大
炊
御
門
富

小
路
西
邸
に
ち
な
ん
で
大
炊
御
門
を
家
号
と
し
た
。
二
条
天
皇
の
外
祖
父

で
大
納
言
な
ど
を
歴
任
し
、
没
し
た
の
ち
太
政
大
臣
を
贈
ら
れ
た
。﹁
亞

相
﹂
は
、
大
納
言
の
唐
名
。

有
仁　

源
有
仁
。
一
一
〇
三
～
一
一
四
七
。
平
安
時
代
後
期
の
公
卿
。
永
久
三
年

（
一
一
一
五
）
元
服
し
白
河
天
皇
の
皇
子
と
さ
れ
た
が
、
元
永
二
年
（
一

一
一
九
）
源
氏
の
姓
を
賜
り
臣
籍
に
降
下
し
た
。
内
大
臣
、
右
大
臣
を
経

て
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
左
大
臣
に
上
り
、
花
園
左
大
臣
と
称
さ
れ
る
。

幼
少
よ
り
利
発
で
容
貌
に
も
恵
ま
れ
る
。
詩
歌
管
弦
に
秀
で
、
儀
礼
に
通

じ
、
装
束
の
新
制
度
を
考
案
し
た
。
日
記
﹃
花
園
左
大
臣
有
仁
公
記
﹄、

有
職
故
実
書
﹃
春
玉
秘
抄
﹄
な
ど
が
あ
る
。﹁
左
相
﹂
は
、
左
大
臣
の
唐
名
。



九

『
大
東
世
語
』「
排
調
」
篇
注
釈
稿
（
堀
）

待
賢
后　

待
賢
門
院
。
藤
原
璋
子
。
一
一
〇
一
～
一
一
四
五
。
平
安
時
代
後
期
、

鳥
羽
天
皇
の
中
宮
。
藤
原
公
実
の
娘
。
白
河
法
皇
の
猶
子
と
な
り
、
入
内

し
て
鳥
羽
天
皇
の
女
御
と
な
っ
た
。
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
中
宮
、
崇

徳
・
後
白
河
両
天
皇
ら
を
産
ん
だ
。
保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
崇
徳
天
皇

が
即
位
す
る
と
、
翌
年
の
天
治
元
年
（
一
一
二
四
）
女
院
と
な
り
、
待
賢

門
院
の
院
号
を
賜
る
。
晩
年
は
仏
教
に
帰
依
し
円
勝
寺
、
仁
和
寺
法
金
剛

院
を
建
立
、
尼
と
な
っ
た
。

長
大 

成
長
す
る
。
成
人
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
年
長
者
の
こ
と
を
い
う
。

配　

 

め
あ
わ
す
。
夫
婦
と
な
ら
し
め
る
。

野
夫 

田
舎
に
住
む
男
。
田
舎
者
。

〔
典
拠
〕

﹃
今
鏡
﹄
巻
六
﹁
藤
波
の
下
﹂。

（
永
瀬　

恵
子
）

〔
排
調
８
〕

僧
寬
快
①
。
供
二
奉
蓮
華
王
院
衟
場
一
。
日
上
多
闕
。
主
事
郞
乃
每
二
日
簿
下
一
注
二

寬
快
不
參
一
。
正
欲
レ
使
二
懲
懼
一
。
快
看
便
執
レ
筆
。
每
注
加
二
其
下
一
。
如
二
供

米
一
。
如
二
供
米
一
。
主
事
竟
不
レ
得
二
上
奏
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

僧
寬
快
、
蓮
華
王
院
の
衟
場
に
供
奉
す
。
日
上
多
く
闕
く
。
主
事
郞
乃
ち
日
簿
の

下
每
に
、﹁
寬
快
不
參
﹂
と
注
す
。
正
に
懲
懼
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
快
看
て
便
ち

筆
を
執
り
て
、
每
注　

其
の
下
に
加
ふ
、﹁
供
米
の
如
し
。
供
米
の
如
し
﹂
と
。

主
事
竟
に
上
奏
す
る
こ
と
を
得
ず
。

〔
訳
文
〕

寛
快
は
蓮
華
王
院
の
道
場
に
奉
仕
し
て
い
た
。
日
頃
の
勤
め
に
欠
勤
が
多
か
っ
た

の
で
、
寺
務
の
管
理
官
は
毎
日
の
帳
簿
の
下
に
、﹁
寛
快
参
ぜ
ず
﹂
と
注
記
し
た
。

彼
を
懲
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
寛
快
は
そ
れ
を
目
に
す
る
や
、
筆
を

執
っ
て
注
記
ご
と
に
そ
の
下
に
、﹁
供
米
の
如
し
。
供
米
の
如
し
﹂
と
書
き
加
え

た
。
管
理
官
は
結
局
こ
れ
を
上
奏
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

︹
原
注
︺

①
壇
光
院
僧
。

︹
書
き
下
し
文
︺

①
壇
光
院
の
僧
な
り
。

︹
訳
文
︺

①
壇
光
院
の
僧
で
あ
る
。

〔
語
釈
〕

寬
快　

不
詳
。﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
る
と
、
清
和
源
氏
、
仁
和
寺
の
大
僧
都
と
さ

れ
て
い
る
。
円
宗
寺
執
行
・
法
印
寛
実
の
子
で
あ
り
、
兄
弟
に
は
仁
和
寺

の
僧
寛
詮
が
い
る
。
そ
の
子
に
は
圓
城
寺
僧
・
大
僧
都
快
全
、
仁
和
寺
の

僧
・
法
印
定
瑜
が
い
る
。

供
奉　

本
尊
に
仕
え
、
奉
仕
す
る
。

蓮
華
王
院　

天
台
宗
の
寺
。
妙
法
院
が
管
理
し
、
三
十
三
間
堂
の
名
で
知
ら
れ
る
。

日
上　

日
々
そ
の
場
所
に
参
上
す
る
こ
と
。
日
参
。



一
〇

『
大
東
世
語
』「
排
調
」
篇
注
釈
稿
（
堀
）

懲
懼　

懲
ら
し
め
恐
れ
さ
せ
る
。

如
供
米　

典
拠
に
当
た
る
﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
第
十
六
第
五
二
○
話
の
前
半
に
、

法
会
の
供
米
に
不
法
が
あ
り
、
寛
快
が
奉
行
の
者
を
揶
揄
す
る
部
分
が
あ

る
。
こ
こ
で
﹁
如
供
米
﹂
と
書
き
付
け
た
の
は
、
自
分
の
﹁
不
参
﹂
が
供

米
の
﹁
不
参
﹂
と
同
じ
だ
と
い
う
意
を
表
す
の
で
あ
る
。
自
分
の
﹁
不
参
﹂

を
供
米
の
﹁
不
参
﹂
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

壇
光
院　

壇
光
房
は
寛
快
の
僧
房
の
名
で
あ
る
。

〔
典
拠
〕

﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
第
十
六
﹁
興
言
利
口
﹂
第
五
二
○
話
﹁
近
江
法
眼
寛
快
、
供

米
の
不
法
を
諷
す
る
事
、
並
び
に
文
覚
と
相
撲
の
事
﹂。

 

（
馮　

超
鴻
）

〔
排
調
９
〕

法
眼
寬
快
。
乘
レ
輿
遠
行
。
使
二
二
力
夫
肩
一レ
之
。
看
二
其
不
一レ
堪
二
衟
疲
一
。
曰
。

那
不
二
更
代
一
。
力
夫
曰
。
二
人
爾
。
誰
可
レ
代
者
。
快
曰
。
不
レ
然
。
前
夫
レ
爲
後
。

後
夫
爲
レ
前
。
更
互
相
代
乃
可
。

〔
書
き
下
し
文
〕

法
眼
寬
快
、
輿
に
乘
り
て
遠
行
す
。
二
力
夫
を
し
て
之
を
肩か
つ

が
し
む
。
其
の
衟
疲

に
堪
へ
ざ
る
を
看
て
、
曰
く
、﹁
那な

ん

ぞ
更
代
せ
ざ
る
か
﹂
と
。
力
夫
曰
く
、﹁
二
人

の
み
。
誰
か
代
は
る
べ
き
者
ぞ
﹂
と
。
快
曰
く
、﹁
然
ら
ず
。
前
夫　

後
と
爲
り
、

後
夫　

前
と
爲
る
。
更
互
に
相
代
ら
ば
、
乃
ち
可
な
り
﹂
と
。

〔
訳
文
〕

法
眼
寛
快
は
輿
に
乗
っ
て
遠
方
へ
出
か
け
、
二
人
の
力
者
に
こ
の
輿
を
担
が
せ

た
。
そ
の
二
人
が
道
中
で
疲
れ
果
て
て
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
を
見
て
、

寛
快
は
﹁
ど
う
し
て
交
代
し
な
い
の
か
﹂
と
言
っ
た
。
力
者
は
﹁
こ
の
輿
を
担
い

で
い
る
の
は
二
人
だ
け
で
す
。
誰
が
交
代
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
言
っ
た
。

寛
快
は
﹁
そ
う
で
は
な
い
。
前
の
者
が
後
ろ
に
代
わ
り
、
後
ろ
の
者
が
前
に
代
わ

る
。
交
互
に
代
わ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
﹂
と
言
っ
た
。

〔
語
釈
〕

法
眼　

法
眼
和
尚
位
の
略
。
僧
位
の
一
つ
。
法
印
大
和
尚
位
に
次
ぐ
も
の
で
、
僧

都
の
相
当
位
。
俗
位
の
五
位
に
准
ず
る
。

寬
快　
︹
排
調
８
︺︹
語
釈
︺﹁
寬
快
﹂
参
照
。

力
夫　

力
者
と
同
じ
。
駕
籠
か
き
等
に
従
事
し
た
剛
の
者
。

衟
疲　

道
中
の
疲
れ
。

〔
典
拠
〕

﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
第
十
六
﹁
興
言
利
口
﹂
第
五
二
〇
話
﹁
近
江
法
眼
寛
快
、
供

米
の
不
法
を
諷
す
る
事
、
並
び
に
文
覚
と
相
撲
の
事
﹂。

（
篭
尾　

知
佳
）

〔
排
調
10
〕

順
德
大
后
宮
人
備
後
。
醫
師
時
成
女
。
與
二
佛
工
雲
慶
女
越
前
一
。
每
以
二
辨
給
一

相
調
。
共
耻
二
父
業
一
。
越
前
顙
面
。
偶
生
二
小
瘡
一
。
示
二
備
後
一
曰
。
定
是
疾
患
。



一
一

『
大
東
世
語
』「
排
調
」
篇
注
釈
稿
（
堀
）

非
二
阿
姑
一
。
無
二
應
レ
知
者
一
。
備
後

看
曰
。
正
已
嵌
二
眉
間
一
。
非
二
我
所
一レ
知
。

〔
書
き
下
し
文
〕

順
德
大
后
の
宮
人
備
後
、
醫
師
時
成
の
女
な
り
。
佛
工
雲
慶
の
女
越
前
と
、
每
に

辨
給
を
以
て
相
調
す
。
共
に
父
の
業
を
耻
づ
。
越
前
の
顙
面
に
、
偶た

ま

た
ま
小
瘡
を

生
ず
。
備
後
に
示
し
て
曰
く
、﹁
定
め
て
是
れ
疾
患
な
り
。
阿
姑
に
非
ず
ん
ば
、

應
に
知
る
べ
き
者
無
し
﹂
と
。
備
後

ち
看
て
曰
く
、﹁
正
に
已
に
眉
間
に
嵌か
ん

す
。

我
が
知
る
所
に
非
ず
﹂
と
。

〔
訳
文
〕

順
徳
天
皇
の
皇
后
の
女
房
備
後
は
、
医
師
和
気
時
成
の
娘
で
あ
る
。
彼
女
は
仏
師

運
慶
の
娘
越
前
と
、
い
つ
も
巧
み
な
弁
舌
で
か
ら
か
い
あ
っ
た
が
、
と
も
に
父
の

職
業
を
恥
じ
て
い
た
。
越
前
の
額
に
た
ま
た
ま
小
さ
い
で
き
も
の
が
で
き
た
。
彼

女
は
備
後
に
見
せ
て
、﹁
き
っ
と
病
気
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
で
な
け
れ

ば
、
診
立
て
ら
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
﹂
と
言
っ
た
。
備
後
は
す
ぐ
さ
ま
よ
く
見
る

と
、﹁（
白
毫
の
よ
う
に
）
ま
さ
に
眉
間
に
嵌
っ
て
い
ま
す
。
私
の
手
の
及
ぶ
と
こ

ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
答
え
た
。

〔
語
釈
〕

順
德
大
后　

順
徳
天
皇
の
中
宮
藤
原
立
子
。
一
一
九
二
～
一
二
四
八
。
父
は
摂
政

九
条
良
経
、
母
は
権
大
納
言
一
条
能
保
の
女
。
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）

に
順
徳
天
皇
の
も
と
へ
入
内
し
、
同
年
十
二
月
二
十
九
日
に
女
御
宣
下
、

翌
承
元
五
年
（
一
二
一
一
）
一
月
二
十
二
日
に
は
中
宮
に
冊
立
。
承
久
三

年
（
一
二
二
一
）
の
承
久
の
乱
で
、
順
徳
上
皇
が
佐
渡
島
に
配
流
と
な
る

と
、
そ
の
翌
年
の
三
月
二
十
五
日
に
院
号
宣
下
が
あ
っ
て
、
東
一
条
院
と

な
る
。
大
后
は
皇
后
の
意
。

備
後　

和
気
時
成
の
娘
の
女
房
名
。
伝
未
詳
。

醫
師　

令
制
に
お
け
る
典
薬
寮
の
職
員
。

時
成　

和
気
時
成
。
一
一
五
九
～
一
二
一
九
。
平
安
後
期
・
鎌
倉
時
代
の
医
師
。

和
気
定
成
の
三
男
。
侍
医
、
典
薬
頭
、
兼
丹
後
介
な
ど
を
務
め
る
。
法
名

は
願
成
。

佛
工　

仏
像
を
つ
く
る
工
匠
。

雲
慶　

運
慶
。
生
年
未
詳
～
一
二
二
四
。
鎌
倉
初
期
の
仏
師
。
東
大
寺
や
興
福
寺

の
復
興
事
業
に
加
わ
り
、
数
多
く
の
仏
像
を
制
作
。
写
実
的
な
力
強
い
作

風
で
、
鎌
倉
彫
刻
の
第
一
人
者
と
さ
れ
る
。
作
品
に
円
成
寺
﹁
大
日
如
来

像
﹂、
快
慶
と
の
合
作
に
よ
る
東
大
寺
南
大
門
﹁
金
剛
力
士
像
﹂
な
ど
。

越
前　

運
慶
の
娘
の
女
房
名
。
伝
未
詳
。

辨
給　

弁
舌
が
十
分
に
足
り
て
巧
み
な
こ
と
。

相
調　

か
ら
か
い
あ
う
こ
と
。

顙　
　

額
。
お
で
こ
。

阿
姑　

婦
人
が
夫
の
母
を
い
う
。
し
ゅ
う
と
め
。
備
後
と
越
前
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
不
詳
で
あ
る
。

嵌
眉
間　

眉
間
に
嵌
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
越
前
の
眉
間
に
生
じ
た
で
き
も
の
を
仏

像
の
眉
間
の
白
毫
（
仏
の
眉
間
に
あ
っ
て
光
明
を
放
つ
と
い
う
長
く
白
い

巻
き
毛
）
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

〔
典
拠
〕

﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
第
十
六
﹁
興
言
利
口
﹂
第
五
四
一
話
﹁
七
条
院
の
女
房
備
後



一
二

『
大
東
世
語
』「
排
調
」
篇
注
釈
稿
（
堀
）

越
前
尾
張
等
詞
闘
の
事
﹂。

〔
備
考
〕

﹃
大
東
世
語
﹄
で
は
、
備
後
と
越
前
は
順
徳
天
皇
の
中
宮
藤
原
立
子
の
女
房
と
さ

れ
て
い
る
が
、
典
拠
で
は
、
備
後
と
越
前
は
七
条
院
藤
原
殖
子
（
一
一
五
七
～
一

二
二
八
）
の
女
房
と
さ
れ
て
い
る
。

（
呂　

天
雯
）

〔
排
調
11
〕

藤
亞
相
資
季
①
。
朝
會
二
源
參
議
具
氏
一
②
。
自
誇
言
曰
。
卿
曹
所
レ
問
。
何
事

不
レ
辨
。
參
議
曰
。
未
二
必
爾
一
。
亞
相
曰
。
卿
且
試
問
來
。
參
議
曰
。
下
官
年

少
。
未
レ
習
二
學
藝
一
。
若
レ
衟
不
二
敢
問
一
。
唯
淺
俗
近
事
一
二
。
應
二
相
質
一
耳
。

亞
相
曰
。
益
無
レ
難
。
座
人
相
勸
曰
。
此
爭
亦
是
一
段
佳
興
。
願
於
二
上
前
一
。
乃

不
レ
勝
者
。
當
レ
罰
二
供
饌
一
。
遂
從
二
其
言
一
。
旣
而
參
議
改
レ
容
發
レ
問
曰
。
自
レ

幼
久
已
有
二
習
聞
一
言
一
。
未
レ
審
二
其
義
一
。
云
二
馬
吃
糧
狐
尾
凹
入
九
連
等
一
。

云
何
。
亞
相
對
窮
。
乃
曰
。
是
童
俗
妄
言
。
何
足
二
深
辨
一
。
參
議
曰
。
下
官
已
言
。

所
レ
疑
淺
俗
近
事
爾
。
於
レ
是
滿
坐
大
咲
。
亞
相
供
レ
饌
。

〔
書
き
下
し
文
〕

藤
亞
相
資
季
、
朝
し
て
源
參
議
具
氏
に
會
し
、
自
ら
誇
言
し
て
曰
く
、﹁
卿
が
曹

の
問
ふ
所
、
何
事
か
辨
ぜ
ざ
ら
ん
﹂
と
。
參
議
曰
く
、﹁
未
だ
必
ず
し
も
爾
ら
ず
﹂

と
。
亞
相
曰
く
、﹁
卿
且し

ば
らく
試
み
に
問
ひ
來
た
れ
﹂
と
。
參
議
曰
く
、﹁
下
官
年
少

に
し
て
、
未
だ
學
藝
に
習
は
ず
。
衟
の
若
き
は
敢
へ
て
問
は
ず
。
唯
だ
淺
俗
の
近

事
一
二
の
み
は
、
應
に
相
質
す
べ
き
の
み
﹂
と
。
亞
相
曰
く
、﹁
益
ま
す
難
き
こ

と
無
し
﹂
と
。
座
人
相
勸
め
て
曰
く
、﹁
此
の
爭
ひ
も
亦
た
是
れ
一
段
の
佳
興
な

り
。
願
は
く
は
上
前
に
於
い
て
し
、
乃
ち
勝
た
ざ
る
者
は
、
當
に
供
饌
を
罰
す
べ

き
こ
と
を
﹂
と
。
遂
に
其
の
言
に
從
ふ
。
旣
に
し
て
參
議　

容
を
改
め
、
問
を
發

し
て
曰
く
、﹁
幼
よ
り
久
し
く
已
に
習
ひ
聞
く
一
言
有
り
。
未
だ
其
の
義
を
審
ら

か
に
せ
ず
。﹃
馬
の
吃き

つ

糧り
や
う
　

狐
の
尾
か　

凹
な
か
く
ぼ
れ
い
り
入
九き
ゅ
う

連れ
ん

等と
う

﹄
と
云
ふ
は
云い

何か
ん

﹂
と
。

亞
相
對
窮
す
。
乃
ち
曰
く
、﹁
是
れ
童
俗
の
妄
言
な
り
。
何
ぞ
深
く
辨
ず
る
に
足

ら
ん
﹂
と
。
參
議
曰
く
、﹁
下
官
已
に
言
ふ
。
疑
ふ
所
は
淺
俗
の
近
事
の
み
﹂
と
。

是
に
於
い
て
滿
坐
大
咲
し
、
亞
相　

饌
を
供
す
。

〔
訳
文
〕

藤
大
納
言
資
季
は
参
内
し
て
源
参
議
具
氏
に
会
う
と
、
驕
り
た
か
ぶ
り
﹁
あ
な

た
の
尋
ね
る
こ
と
で
答
え
ら
れ
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
言
っ
た
。
参
議

は
﹁
必
ず
し
も
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
﹂
と
答
え
た
。
大
納
言
は
﹁
と

り
あ
え
ず
試
し
に
質
問
し
て
ご
覧
な
さ
い
﹂
と
挑
発
す
る
と
、
参
議
は
﹁
私
は
年

少
の
た
め
、
ま
だ
学
芸
を
習
得
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
人
倫
五
常
の
道
に
つ

い
て
は
敢
え
て
質
問
致
し
ま
せ
ん
。
た
だ
卑
近
の
俗
事
だ
け
は
一
つ
、
二
つ
質
問

し
た
く
存
じ
ま
す
﹂
と
話
し
た
。
大
納
言
は
﹁
さ
ら
に
た
や
す
い
こ
と
で
す
﹂
と

述
べ
た
。
周
囲
の
人
が
﹁
こ
の
争
い
も
ま
た
一
つ
の
座
興
で
す
。
い
っ
そ
の
こ
と

帝
の
御
前
で
行
い
、
負
け
た
方
は
罰
と
し
て
供
御
を
用
意
な
さ
れ
た
ら
い
か
が
で

し
ょ
う
か
﹂
と
提
案
し
た
。
両
者
は
そ
の
勧
め
に
従
っ
た
。
そ
こ
で
参
議
は
顔
つ

き
を
正
し
て
﹁
幼
少
よ
り
久
し
く
耳
馴
染
ん
で
お
り
な
が
ら
、
ま
だ
そ
の
意
味
を

把
握
し
て
い
な
い
言
葉
が
あ
り
ま
す
。﹃
む
ま
の
き
つ
り
や
う
、
き
つ
の
に
の
を
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か
、
な
か
く
ぼ
れ
い
り
く
れ
ん
と
う
﹄
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
﹂
と
尋
ね
た
。
大
納
言
は
返
答
に
窮
し
た
が
、﹁
こ
れ
は
世
俗
の
と
り
と
め

も
無
い
言
葉
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
深
く
意
味
を
詮
索
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
弁
解
し
た
。
参
議
は
﹁
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
通
り
、
常
々

疑
念
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
も
の
は
卑
近
な
こ
と
ば
か
り
で
す
﹂
と
言
っ
た
。
か

く
て
満
座
の
者
は
大
笑
し
て
、
大
納
言
は
罰
と
し
て
参
議
に
供
御
を
振
る
舞
う
羽

目
に
な
っ
た
。

︹
原
注
︺

①
中
將
資
家
之
子
。
官
大
納
言
。

②
中
院
中
將
通
氏
之
子
。
官
宰
相
中
將
。

︹
書
き
下
し
文
︺

①
中
將
資
家
の
子
に
し
て
、
官
は
大
納
言
な
り
。

②
中
院
中
將
通
氏
の
子
に
し
て
、
官
は
宰
相
中
將
な
り
。

︹
訳
文
︺

①
中
将
資
家
の
子
で
、
官
職
は
大
納
言
で
あ
る
。

②
中
院
中
将
通
氏
の
子
で
あ
り
、
官
職
は
宰
相
中
将
で
あ
る
。

〔
語
釈
〕

藤
亞
相
資
季　

藤
原
資
季
。
一
二
〇
七
～
一
二
八
九
。
鎌
倉
時
代
前
期
の
公
卿
。

正
二
位
権
大
納
言
。
二
条
と
号
す
。
二
条
資
季
。
藤
原
資
家
の
子
。
日
記

﹃
荒
涼
記
（
資
季
卿
記
）﹄
を
残
し
た
。
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
参
議
、

侍
従
に
就
く
。
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
権
中
納
言
、
建
長
二
年
（
一
二

五
〇
）
中
納
言
に
昇
叙
。
正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）
権
大
納
言
に
任
ぜ
ら

れ
た
。﹁
亞
相
﹂
は
大
納
言
の
唐
名
。

中
將
資
家　

藤
原
資
家
。
一
一
八
二
～
一
二
五
六
。
鎌
倉
時
代
前
期
の
公
卿
。
藤

原
定
能
の
子
。
従
三
位
左
中
将
と
な
る
。

源
參
議
具
氏　

源
具
氏
。
一
二
三
二
～
一
二
七
五
。
鎌
倉
時
代
中
期
の
公
卿
。
中

院
を
号
す
。
源
通
氏
の
子
。
後
嵯
峨
院
の
近
臣
で
あ
っ
た
。
文
永
四
年
（
一

二
六
七
）
参
議
、
左
中
将
に
任
じ
ら
れ
る
。

中
院
中
將
通
氏　

源
通
氏
。
一
二
一
三
～
一
二
三
八
。
鎌
倉
時
代
前
期
の
公
卿
。

源
通
方
の
子
。
従
三
位
右
中
将
と
な
る
。

卿
曹　

主
君
な
ど
が
群
臣
を
呼
ぶ
と
き
の
称
。
お
ん
み
ら
。

下
官　

官
吏
の
自
称
、
や
つ
が
れ
、
わ
た
し
。

學
藝　

道
徳
（
徳
行
）
と
学
術
（
六
芸
）
の
こ
と
。

供
饌　

食
事
を
供
え
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
供
御
を
指
す
。

馬
吃
糧　

狐
尾　

凹
入
九
連
等　

典
拠
に
現
れ
る
謎
語
﹁
む
ま
の
き
つ
り
や
う
、

き
つ
の
に
の
を
か
、
な
か
く
ぼ
れ
い
り
く
れ
ん
と
う
﹂
の
こ
と
。
鎌
倉
時

代
の
辞
書
﹃
名
語
記
﹄
に
は
童
の
遊
び
歌
の
一
節
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
（
稲
田
利
徳
﹁﹁
む
ま
の
き
つ
り
や
う
云
々
﹂
は
謎
々
か
ー
﹁
徒
然
草
﹂

第
百
三
十
五
段
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
徒
然
草
論
﹄
二
〇
〇
八
年
十
一
月　

笠

間
書
院
）。
こ
の
謎
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
江
戸
時
代
の
伴

蒿
蹊
は
﹃
閑
田
耕
筆
﹄
に
以
下
の
解
き
方
を
記
し
て
い
る
。﹁
む
ま
の
き

つ
﹂
と
は
﹁
む
ま
﹂
を
﹁
退の

き
つ
﹂（
除
く
）
こ
と
、﹁
な
か
く
ぼ
れ
い
り
﹂

と
は
真
ん
中
を
外
す
こ
と
、﹁
く
れ
ん
と
う
﹂
は
転
倒
す
る
こ
と
を
そ
れ

ぞ
れ
意
味
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、﹁
り
や
う
き
つ
の
に
の
を
か
﹂
の
真
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ん
中
を
外
し
て
﹁
り
か
﹂。
そ
れ
を
転
倒
す
る
と
、
答
え
は
﹁
か
り
﹂
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

云
何　

い
か
ん
。
い
か
に
。
ど
う
し
て
。
如
何
。

大
咲　

大
笑
す
る
こ
と
。﹁
咲
﹂
は
﹁
笑
﹂
の
古
字
。﹁
咲
く
﹂
の
義
は
国
訓
で
あ
る
。

〔
典
拠
〕

﹃
徒
然
草
﹄
第
百
三
十
五
段
。

（
樋
口　

敦
士
）

〔
排
調
12
〕

僧
都
盛
親
。
見
二
一
僧
一
。
率
目
爲
二
白
迂
瑠
璃
一
。
或
問
其
何
物
。
親
曰
、
吾
亦

不
レ
知
。
若
有
乃
當
レ
似
二
渠
面
一
耳
。

〔
書
き
下
し
文
〕

僧
都
盛
親
、
一
僧
を
見
る
。
率
か
に
目
し
て
白し
ろ
う迂
瑠る

り璃
と
爲
す
。
或
る
ひ
と
問
ふ

﹁
其
れ
何
物
ぞ
﹂
と
。
親
曰
く
、﹁
吾
も
亦
た
知
ら
ず
。
若
し
有
ら
ば
、
乃
ち
當
に

渠か
れ

が
面
に
似
た
る
べ
き
の
み
﹂
と
。

〔
訳
文
〕

盛
親
僧
都
が
、
あ
る
僧
を
見
る
や
、
急
に
注
視
し
て
﹁
し
ろ
う
る
り
﹂
と
呼
び
な

し
た
。
あ
る
人
は
﹁
そ
れ
は
い
か
な
る
物
で
す
か
﹂
と
尋
ね
た
。
盛
親
が
言
う
に

は
﹁
私
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
僧

の
顔
に
き
っ
と
似
て
い
る
は
ず
で
し
ょ
う
﹂
と
。

〔
語
釈
〕

僧
都
盛
親　
﹁
後
宇
多
院
御
灌
頂
記
﹂
に
、
権
少
僧
都
盛
親
の
名
が
見
え
る
が
、

不
詳
。﹃
徒
然
草
﹄
第
六
十
段
に
﹁
真
乗
院
に
、
盛
親
僧
都
と
て
や
む
ご

と
な
き
智
者
有
け
り
﹂
と
あ
る
。

白
迂
瑠
璃　
﹁
白
﹂
は
白
。﹁
迂
瑠
璃
﹂
は
未
詳
。
白
瓜
は
白
く
の
っ
ぺ
り
と
し
て
、

目
鼻
の
つ
い
た
よ
う
な
お
化
け
と
考
え
ら
れ
た
か
。
典
拠
﹃
徒
然
草
﹄
第

六
十
段
に
は
﹁
し
ろ
う
る
り
﹂
と
あ
る
。

〔
典
拠
〕

﹃
徒
然
草
﹄
第
六
十
段
。

（
山
中　

明
）


